
国立大学法人東京農工大学育児休業等規程の一部を改正する規程 

国立大学法人東京農工大学育児休業規程（１６経教規定第３５号）の一部を次のとおり改正する。 

現行 改正後 備考 

国立大学法人東京農工大学育児休業規程 

 

平成１６年４月７日

１６ 経教 規定第３５号

 

第１条～第８条 省略 

 

 

（新設） 

 

 

 

第１０条～第１７条 省略 

 

第１８条 部分休業を取得できる期間は、子が出生した日から満３歳に達する日

（誕生日の前日）までの必要な期間とする。 

 

第１９条～第２２条 省略 

 

附 則 省略 

 

  

 

 

 

第１条～第９条 省略（現行どおり） 

 

（特別な事情がある場合の育児休業期間の延長） 

第９条の２ 育児休業をしている職員のうち、子が３歳に達する時点で保育所に

入れないなど特別な事情がある場合は、満３歳に達する日以降の最初の４月１日

を限度とし、育児休業を延長することができる。 

 

第１０条～第１７条 省略（現行どおり）  

 

第１８条 部分休業を取得できる期間は、子が出生した日から小学校就学の始期

に達するまでの必要な期間とする。 

 

第１９条～第２２条 省略（現行どおり） 

 

附 則 省略（現行どおり） 

 

 

 

附 則（１９教規程第１１号） 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 


